
鹿屋市再編交付金事業基金条例施行規則の一部を改正する規則 

鹿屋市再編交付金事業基金条例施行規則（平成28年鹿屋市規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

鹿屋市再編交付金等事業基金条例施行規則 

第１条中「鹿屋市再編交付金事業基金条例」を「鹿屋市再編交付金等事業基金条

例」に改める。 

第２条中「鹿屋市再編交付金事業基金」を「鹿屋市再編交付金等事業基金」に改

める。 

   「 

                                  」 

「 

 

」 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表中                                を  子ども医療費助成事業 

 

に改める。 
 子ども医療費助成事業 

 不妊治療費助成事業 

 


